
川崎市特別養護老人ホーム入退居指針 

 

１ 目的 

この指針は、特別養護老人ホーム（以下「施設」という。）への入居申込者が増加している中で、入居

の必要性の高い入居申込者を優先的に入居させるため、入退居に関する基準を定めることにより、入退

居の判断を行う上での透明性・公平性を確保し、介護保険制度の趣旨に則した施設サービスの円滑な提

供に資することを目的とする。  

 

２ 入居対象者 

 入居対象者は、要介護度が１～５と認定された者で、常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれ

を受けることが困難な者とする。  

 

３ 入居の申込 

 入居の申込は入居申込書（様式１）、生活状況調書（様式２）、介護保険被保険者証の写し、その他各

施設が必要とする書類を添え、入居を希望する施設に申し込むものとする。    

 

４ 入退居判定委員会 

 施設は、合議制の入退居判定委員会を設置し、６に掲げる入居順位の考え方を基本とする総合的な判

断から入居順位名簿を作成し、入居の決定を行うとともに、９に掲げる退居検討・決定等の考え方（９(1)

アを除く）により、退居についての検討等を行うものとする。入退居判定委員会は、施設長、生活相談

員、介護支援専門員、看護職員、介護職員等で構成する。また、より公平性確保の意味で、委員の中に、

施設外の第三者を加えることが望ましい。委員会は原則として月 1 回程度開催するものとする。  

 

５ 入退居判定委員会の記録 

 入退居判定委員会の審議内容については議事録を作成し、入居順位名簿とともに保管する。なお記録

の保存年限は当該年度終了後２年間とする。また市から、審議内容についての照会があった場合は、そ

の求めに応ずるものとする。  

 

６ 入居順位の考え方 

（１）【基本事項】 

 入居については、次に掲げる入居希望者本人の状態（要介護度等）、介護者の状況等の項目を別表に定

める点数表に基づき点数化し、点数の高い者を上位として扱うものとする。  

ア 本人の状況（要介護度等） 

イ 介護者の状況 

ウ 本人の居住地 （川崎市内に住民票があること） 

（２）【優先事項】 

 上記の点数化により条件が同じ場合は、次の順で優先し上位として扱うものとする。  

  ア 地域性 （地域や家庭との結び付きを重視する運営の観点から、施設の所在地の近隣に家族等 



が居住している者であること） 

（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準省令第１６条第３項）   

イ 年齢の高い者 

（３）【その他施設で考慮する個別事情】 

ア  居室の構造等で考慮すべき性別 

   イ  要介護度・重度認知症等の受け入れ体制及び居室状況 

   ウ  医療依存度の高い希望者についての嘱託医の判断 

   エ その他配慮しなければならない個別事情 

 

 

７ 特別な事由による優先入居 

 次に掲げる場合は、施設長等は、６に掲げる入居順位の考え方によらず、入居の決定を行うことがで

きる。なお、この規定により入居の決定を行った場合は、直近の入退居判定委員会に報告しなければな

らない。  

  ア 老人福祉法第１１条第１項第２号に基づく措置入所依頼があった場合、又は家庭における虐待 

や介護放棄、事故の発生等の理由により、市が緊急性を認め、入所依頼があった場合   

イ 災害等の理由で入居判定委員会の開催ができない場合  

  ウ 長期入院後の再入居希望者。入院が 3 ヶ月を超えた者で、退院にあたり在宅での生活が困難な 

場合。 

  エ 退居による在宅復帰後の再入居希望者。在宅復帰者の内、在宅での生活が困難な場合。 

 

８ 入居辞退者の取扱い 

 入居希望者の都合により入居辞退があった場合は、一時的に入居決定を繰り下げる取扱いとし、その

順位付けについては、辞退の理由等を考慮して各施設が判断するものとする。  

 

９ 退居検討・決定等の考え方 

 施設は、次に掲げる入居者の心身の状況や退居後に置かれる環境等を十分に検討した上で、退居を決

定し、また、必要な援助を行うものとする。 

（１）【退居基準】 

ア 要介護認定・要支援認定において、自立若しくは要支援１又は要支援２と認定された場合  

イ 要介護状態等の改善が認められ、かつ次の要件を満たす場合  

① 入居者及び家族等が退居を希望している場合  

② 家庭等における介護環境及び地域における居宅サービスの提供体制等が、十分整っていると認

められる場合  

ウ ３か月を超える長期にわたる入院加療が必要となった場合  

エ 医療依存度、医学的管理の必要性が増大し、施設での介護や生活が困難と認められる場合  

（２）【退居に関しての留意事項】 

ア 入居者や家族等の意向確認  



入居者や家族等の意向を十分に尊重し、安易に施設側の理由により退居を促すことのないよう留

意すること。  

イ 退居の判断  

退居の判断に際しては、入居者の心身の機能や健康状態の安定性を検証するとともに、退居後の

在宅における介護力や介護環境、あるいは地域における居宅サービスの提供体制等を十分に確認

すること。  

ウ 退居に向けた支援  

円滑な退居に向けて、事前に介護者に対して必要な介護技術の指導を行うとともに、入居者及び

介護者等への精神的ケアを行うこと。  

また、退居予定者がケアハウス（軽費老人ホーム）や認知症高齢者グループホーム等への入居を

希望する場合は、施設の選定や経済的負担等に関する適切な助言を行うこと。 

エ 退居後の支援  

退居に際しては、入居者又は家族等の同意を得た上で、居住地の地域包括支援センター等に必要

な情報提供を行うとともに、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努めることにより、退居者に対する適切な支援を行うこと。 

 

１０ 入退居指針の公正な運用 

 施設は、この指針に基づいて入退居の決定を行うとともに、入居希望者、退居予定者または家族の求

めに応じて、その内容を説明するものとする。 

 

１１ 守秘義務 

 施設の職員及び入居判定委員会の委員は、業務上知り得た入居希望者やその家族等に関する個人情報

を他に漏らしてはならない。また、施設を退職した後及び委員を退任した後も同様とする。  

 

１２ 指針の見直し 

 この指針については、見直す必要が生じた場合は、随時見直すものとする。   

 

１３ 入退居指針の施行 

 この入退居指針は、平成２４年２月１日から施行する。  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表  

 

１．本人の状態（要介護度等） 

  要介護５ ３０点

  要介護４ ２５点

  要介護３ ２０点

  要介護２ １０点

  要介護１ ５点

要介護１～３については次の加算がされる 

  認知症等による症状の「常にある」が１項目以上あり １０点

  認知症等による症状の「時々ある」が１項目以上あり ５点

 

 

２．介護者の状態 

  介護する者がいない。 

 

３５点

介護する者はいるが、要支援・要介護状態、高齢、病気療養中、障害を有する状況にあ

り、十分な介護ができない。 

３０点

  介護する者はいるが、就労中、複数介護、育児中であり、十分な介護ができない。 

 

２５点

  介護する者はいるが、上記にあてはまらないものの、常時十分な介護を行うことができ

ない。(パート就労等による時間的拘束等） 

１５点

 

 

３．本人の居住地 

  川崎市内に住民票がある。 １０点

 


